
 

 

 
 
 
 
 
 

吸収分割に係る事前開示書面 
（会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条並びに 

会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 RS Technologies 
株式会社 RS Technologies 分割準備会社 



 

 

令和 7 年 3 月 13 日 
 

株式会社 RS Technologies と 
株式会社 RS Technologies 分割準備会社との吸収分割に係る事前開示書面 

 
 
東京都品川区大井一丁目 47 番 1 号 

（甲）株式会社 RS Technologies 
代表取締役  方 永義 
 
東京都品川区大井一丁目 47 番 1 号 

（乙）株式会社 RS Technologies 分割準備会社 
代表取締役  方 永義 

 
 
 甲及び乙は、甲を吸収分割会社、乙を吸収分割承継会社とする吸収分割契約（以下「本件分割

契約」といいます。）を令和 7 年 1 月 31 日に締結しました（以下本件分割契約に基づく吸収分割

を「本分割」といいます。）。下記のとおり会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条並

びに会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める事項を記載した書面を備え置き

いたします。 
 
1. 分割契約の内容 

 
本件分割契約の内容は、別添 1 のとおりです。 
 

2. 分割対価の相当性に関する事項 
 
完全親子会社間の吸収分割であるため、分割対価の交付は行いません。また、本分割により、

乙において資本金及び資本準備金の増額はありません。 
 

3. 効力発生日に剰余金の配当等として承継会社の株式を分割会社の株主に交付する旨の決議

（決議がなされた場合）に関する事項 
 
現在において該当する決議はありません。 
 

4. 吸収分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 
 
該当はありません。 
 

5. 計算書類等に関する事項 
 
甲の最終事業年度の末日（令和 6 年 12 月 31 日）における貸借対照表及び乙の設立の日（令

和 7 年 1 月 15 日）における貸借対照表は、別添 2 のとおりです。 
 

6. 最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合は設立の日）後の日を臨時決算日とする臨時

計算書類等に関する事項 
 

該当はありません。 
 
7． 最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合は設立の日）後に生じた会社財産の状況に重

要な影響を与える事象 
 
(1) 甲の最終事業年度の末日（令和 6 年 12 月 31 日）後に生じた会社財産の状況に重要な影



 

 

響を与える事象 
 
該当はありません。 
 

(2) 乙の設立の日（令和 7 年 1 月 15 日）後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事

象 
 

該当はありません。 
 

8. 債務の履行の見込みに関する事項 
 
吸収分割効力発生日後の甲及び乙による債務の履行の見込みに関する事項は、別添 3 のとお

りです。 
 
 
  

以 上 
 



 

 

別添 1 
 

分割契約の内容 
 
 











 

 

別添 2 
 

最終事業年度（最終事業年度がない場合は会社の成立の日）に係る計算書類等 
 

 
A. 甲（株式会社 RS Technologies） 

 
甲の最終事業年度に係る計算書類等については、甲の下記の Web サイトによりご覧いただけます。 
 
https://www.rs-tec.jp/ir/stock/meeting/ 
 
 
B. 乙（株式会社 RS Technologies 分割準備会社） 
 
会社成立の日（2025 年 1 月 15 日）における乙の貸借対照表は以下のとおりです。 
 

（単位：百万円） 
科目 金額 科目 金額 
（資産の部） 
流動資産 
 現預金 

 
 

90 

（純資産の部） 
株主資本 
 資本金 
 資本準備金 

 
 

90 
         0 

資産合計 90 負債・純資産合計         90 
 
 



 

 

別添 3 
 

債務の履行の見込みに関する事項 
 

（会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条第 7 号並びに 
会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条第 6 号に定める事項） 

 
 
東京都品川区大井一丁目 47 番 1 号 

（甲）株式会社 RS Technologies 
代表取締役  方 永義 
 
東京都品川区大井一丁目 47 番 1 号 

（乙）株式会社 RS Technologies 分割準備会社 
代表取締役  方 永義 

 
 上記会社は、2025 年 1 月 31 日付分割契約書に基づき、2026 年 1 月 1 日を効力発生日として本

分割を行うことにいたしました。会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条第 7 号並び

に会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条第 6 号に定める本分割後に甲及び乙の負担

する債務の履行の見込みに関する事項については、以下のとおりです。 
 
1. 甲の 2024 年 12 月 31 日時点の貸借対照表における資産の額は金 44,854,362 千円、負債の額

は金 13,995,387 千円、純資産の額は金 30,858,974 千円です。甲における、同日後に生じた

会社財産の状況に重要な影響を与える事象はありません（上記 7.(1)を参照）。 
 
2. 乙の 2025 年 1 月 15 日時点の貸借対照表における資産の額は金 90 百万円、負債の額は金 0

円、純資産の額は金 90 百万円です。乙における、同日後に生じた会社財産の状況に重要な

影響を与える事象はありません（上記 7.(2)を参照）。 
 
3. 本分割により、甲が乙に対して移転する資産の額は金 15,128 百万円、負債の額は金 3,066

百万円となる見込みです。 
なお、上記の金額は、2024 年 9 月 30 日現在の甲の貸借対照表及び乙の設立時における貸

借対照表を基準として算出しているため、実際の金額は上記金額に効力発生日までの増減

を調整した数値となります。 
 

4. 以上を前提として、今後本分割の効力発生日までに予測される甲及び乙の資産及び負債の

額の変動、並びに本分割により、乙が甲から承継する予定の資産及び負債の額を考慮して

も、本分割後も資産の額が負債の額を十分に上回ることが見込まれます。 
 
5. 甲及び乙の今後の収益見込みに照らしても、本分割の効力発生日以後における甲の債務の

履行に支障を来すような大幅な減収、継続的な損失等の発生は現在のところ予想されてい

ません。 
 
6. よって、本分割の効力発生日以後において甲及び乙の負担する債務については、両者とも

に履行の見込みはあるものと判断いたします。 
 

以 上 
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